
 

社会人野球で使用できる木製バットについて 

 

 

公益財団法人 日本野球連盟 

 

日本野球連盟では、社会人野球で使用できる木製バットについて以下のとおりとする。 

 

１．公認野球規則「３．０２ バット」によるものとする。ただし、一般財団法人全日本野球 

協会アマチュア野球規則委員会と全日本バット工業会との合意に基づくバットでなけれ

ばならない。 

 

※一般財団法人全日本野球協会アマチュア野球規則委員会と全日本バット工業会の合意

に基づくバットとは、所定の位置に「BFJロゴマーク」が押印されているものである。 

 

２． 前項１．のただし書きにもかかわらず日本プロフェッショナル野球組織により承認を 

受けているバットについては使用を認める。 

 

※日本プロフェッショナル野球組織により承認を受けているバットとは、所定の位置に

「NPBロゴマーク」が押印されているものである。 

 

３． 前項１．にもかかわらず木片の接合バット及び竹の接合バットの使用を認める。ただし、

全日本バット工業会より公示されているブランドのものでなければならない。 

 

４． テーパ部を樹脂等で補強したバットの使用を認める。ただし、公認野球規則 3.02（c）に

記載の範囲内とする。また、前記１．から３．のいずれかに該当するものでなければな

らない。 

 

５． 着色バットの使用を認める。ただし、使用できる着色バットは、日本アマチュア野球規

則委員会運用基準によるものとする。 

 

 【着色バットに関する運用基準】 

  アマチュア野球で使用できる着色バットは以下のとおりとする。 

  ①使用を認める着色バットは、黒色・ダークブラウン系、赤褐色系及び淡黄色系とする。 

  ②木目を目視できるものとする。 

  ③拙劣な塗装技術を用いていないものとする。（例えば、ボールに塗料が付着するなど。） 

 

６． バットのグリップエンド以外にチーム名および個人名を表記することはできない。 

 

以上 

http://www.jaba.or.jp/gaiyou/naiki/bfj_bat.pdf

